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はじめに

これまで，アメリカ財政の特質として，租
税支出を通じて社会給付を行う「隠れた福祉
国家」としての側面がしばしば指摘されてき
た（Howard［1997］）．しかし近年，この租
税支出は，富裕層に最も多く利益を与えてい
ること（CBO［2013］），低中所得層向けの
政府事業に利用可能な財源を食い潰し，国家
の役割を人々の視界から覆い隠す，「水没し
た国家」化の要因であることが指摘されてき
た（Mettler［2011］）．他方，アメリカ財政
の租税支出への依存は，①連邦税制の複雑化，
②特定の利害集団に対する利益の，直接的な
公共サービスを犠牲にする形での提供，③租
税支出を利用した租税回避，納税者間の相互
不信，税制と連邦財政に対する納税者の不信
感の高まりにつながっていることが指摘され
てきた（Mettler［2018］Williamson［2018］）．
そして，昨今，以上の連邦財政の状況と，貧
困や所得格差の拡大，中間層の困窮化と生活
不安の高まり，中間層の一般的な生活様式の
実現の困難との関連が問われている
（Putnam［2015］）．以上のことは，租税支
出への依存が，財源調達と直接給付の困難，
税制の逆再分配制度化，国家と財政に対する
人々の信頼の低下をもたらした可能性を示し
ているのである．
この租税支出が政治的に好まれ，積極的に
活用された時期と評価されているのが，1990
年代のクリントン政権期である（McCabe
［2018］Steuerle［2008］）．当該期には，二
つの大きな税制改正が実施された．まず，
1993 年包括予算調整法（OBRA93）の下，個
人・法人所得税率引き上げ，ガソリン増税，

法人の費用控除等の租税優遇措置縮減，社会
保障給付課税拡大といった増税措置と，勤労
所得税額控除（EITC）等の租税支出拡充を
組み合わせた増税が行われた．次に，1997
年納税者救済法（TRA97）では，児童税額控
除及び高等教育費用控除の導入，貯蓄促進目
的の租税優遇措置，キャピタルゲイン減税等
の租税支出拡大を中心とした減税が行われ
た．以上の税制改正について，一方では，
OBRA93 が連邦税制の累進性と財源調達能
力を高めたものの，中間層と富裕層の反発を
招いたこと，その文脈で行われた TRA97 は，
穏当な中間層減税の実施という，1996 年選
挙におけるクリントンと共和党双方の公約を
実現したものと評価されてきた（Brownlee
［2016］Bartlett［2012］Steuerle［2008］）．
他方，この二つの税制改正以降，直接的な福
祉である AFDCや TANFの給付額を，EITC
と児童税額控除が上回った（Steuerle［2008：
44］）．そのため，OBRA93 や TRA97 による
租税支出の拡大は，共和党が歳出削減を要求
する中で，納税者への利益提供に成功したも
のと評価されてきたのである（McCabe
［2018］Ippolito［2012］Morgan［2009］）．
クリントン政権期は，財政健全化の取り組

みが行われた時期でもあった．OBRA93 や
1996 年福祉改革法，1997 年均衡予算法
（BBA97）などは，その象徴として言及され
る．この観点から OBRA93 と TRA97 に言及
する先行研究では，OBRA93 が増税と歳出
抑制を通じて財政再建に寄与したと評価され
る 一 方，TRA97 の 評 価 は ほ ぼ 等 閑 に
付されてきたのである（Brownlee［2015］
Thorndike［2015］吉弘［2013］渡瀬［2012］
河音［2006］片山［2003］待鳥［2003］）．
以上の先行研究の評価に対して，本稿の論
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点は，第一に，なぜ中間層や富裕層の反発を
惹起するような形で OBRA93 が成立し，
TRA97 へと至ったのかという歴史的文脈，
第二に，今日のアメリカ財政の特質と社会的
状況，OBRA93 と TRA97 の政策決定過程と
その結果との関連から見た，当該期の税制改
正に対する評価である．以上の論点について，
本稿では，まず，クリントン政権以前の共和
党政権による財政運営の政治的・社会的影響
を検討する．次に，その状況下で，クリント
ン政権が誰を受益者や負担者と想定し，いか
なる文脈の下で二つの税制改正を考案したの
か明らかにする．そして，これら二つの点と
税制改正の結果，議員，政権，及び国民の税
制改正に対する評価との関連から，クリント
ン政権期の税制改正の評価を試みていくこと
とする．
その際，本稿では，OBRA93とTRA97が「中

間層」を含めた各所得階層の租税負担に与え
た影響を考察する．アメリカの中間層を対象
とした研究では，おおよそ共通して，①中位
所得の上下一定程度の中所得層，②熟練した
能力や技術，知識を必要とする専門職や事務
職，サービス業従事者，事業主であることが
中間層の条件とされ，時期によって，住宅所
有の状況や教育水準が加味される（Gilbert
［2014］Leicht and Fitzgerald［2014］）．し
かし，①の中所得層の範囲について，一致し
た見解は見られない 1）．また，アメリカ国内
において，中間層の一致した定義や政府公式
の定義が存在せず，人々の間での中間層の定
義は極めて主観的で，一致した見解が存在し
ないこと（Cashell［2007］），中所得層の大
半の人々が自身を中間層と捉えていることが
指摘されている（OECD［2019］）．そのため，
本稿では，OECD［2019］に便宜上従い，中
位所得 75-100%の範囲を下位中所得層，100-
150%を中所得層，150-200%を上位中所得層
とし，この三つの所得階層をまとめて「全中
所得層」と呼ぶ．そして，以上の範囲を中間
層の属する所得階層と定義する 2）．その上で，
税制改正が成立した年の中位所得に従って，
各税制改正の評価を行うこととする．

1．  レーガン・ブッシュ政権の財政運営
と「中間層の危機」

ロナルド・レーガン（Ronald Reagan）政
権の下で行われた 1981 年経済再生租税法
（ERTA）は，個人・法人所得税率の大幅引
き下げ，高所得層・法人向け租税優遇措置拡
充を実施したものの，景気後退及び軍事費増
大と相まって，巨額の連邦財政赤字を生み出
した．この状況に対応するためレーガン政権
は，1982 年租税の公平性及び財政責任法，
1984 年赤字削減法で，税の「抜け穴」を廃止・
縮小し，課税ベースを拡大させる形の増税を，
1983 年には社会保障増税を行なった．1985
年グラム・ラドマン・ホリングス法を中心と
した歳出削減の取り組みは，社会保障を中心
とした義務的経費，教育，インフラ整備，職
業訓練，福祉といった国内向け裁量的経費の
規模を縮小させた．さらに，以上の財政健全
化の流れと異なり，1986 年税制改正法では，
非常に多くの富裕層・法人向け租税優遇措置
の廃止・縮小と大規模な税率引き下げ，個人
所得税の大幅な累進度緩和，EITCや標準控
除等の維持・拡大が行われたのである 3）．
レーガンに続く大統領，ジョージ・ブッシ
ュ（George H. W. Bush）は，1988 年の大統
領選挙時，増税実施の可能性を否定していた．
しかし，1990 年包括予算調整法（OBRA90）
では，メディケアを中心とした義務的経費及
び軍事費を中心とした裁量的経費削減の一
方，個人所得税最高税率の31%への引き上げ，
法人所得税最高税率の 33%から 34％への引
き上げ，人的控除や高所得者向け租税優遇措
置の縮小，ガソリン税，煙草税，酒税等の個
別消費増税，そして EITC拡充が行われたの
である 4）．
以上の取り組みは，表 1が示す通り，1979

年から 1991 年の間で，調整総所得 10 万ドル
以上，特に 20 万ドル以上の富裕層に対する
連邦所得税の実効税率を，他の所得階層以上
に大幅に引き下げた．他方，レーガン・ブッ
シュ政権による以上の方策は，中間層の生活
を圧迫すると懸念されていた．例えば，
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OBRA90 は，形成外科手術・治療費用控除
の廃止，医療費用補償目的で受領した保険金
に対する課税強化を含み，中間層のステータ
スである矯正やホワイトニングの歯科医療費
用，健康目的の形成外科手術費用負担を増加
させると懸念されていた．そのため，
OBRA90 によって「傷つくのは（形成手術
を受けることが：引用者注）長年の夢である」
中間層や，「本当に悩んでいる事柄のために
やって来る多くの労働者階級の人々」とされ
ていたのである 5）．
この懸念の背景には，当時，中所得層であ
り労働者階級の人々と想定されていた中間層
が，自らの生活が圧迫され，将来的にそれを
維持できるかどうかという不安に直面してい
る，「中間層の危機」があった．彼ら中間層
は共通して，住宅の購入，大学教育費用の支
弁，傷病への対応に不安を抱え，景気後退の
影響を凌ぐための貯蓄や財産を小額しか持っ
ていなかった．また，彼ら中間層は，傷病，
貧困といった状況に自らの親族が直面した
際，彼らの支援の要求に応えなければならな

かった．以上のことは，中間層の収入や貯蓄
を圧迫し，彼ら自身の将来の生活や，中間層
から転落する不安を強めていた．そのため，
彼ら中間層は，「新しい車を運転し，典型的
な中間層の住宅を所有し・・・豊かな市民の
一人として階級付けされることに憤って」い
た．そして彼らは，レーガン・ブッシュ政権
の財政運営が，彼らの「生活の質に対してひ
どく影響を与えて」いると感じていたのであ
る 6）．
彼ら中間層は，苦しい生活にもかかわらず，
州・地方財政を支える主な担い手ともなって
いた．例えば，ニューヨーク，シカゴ，ロサ
ンゼルスのような大都市には，全米各地から，
貧困層や薬物中毒者，および非白人層の移民
等が押し寄せ，貧困対策，治安維持，教育に
対する財政需要が急増していた．この状況に
対して，地方政府は，レーガン・ブッシュ政
権による歳出削減の一環であった連邦補助金
のブロック化と削減のため，増税，特に継続
的な財産増税を通じて対応しなければならな
かった．このことは，全米各地で，住宅を所

表 1．各所得階層における連邦実効税率の推移（1979-1991 年）
（単位：%）

出所：  Congressional Budget Office ［2001］ Effective Federal Tax Rates, 1979-1997, 
Washington, D.C.: Congressional Budget Office, 72, 98 より作成．
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有する中間層の税負担の増加と財産減税の要
求，及び彼らの都市から郊外への移住を引き
起こしており，大都市においても「中間層の
大移動」が発生することが懸念されていた．
以上の状況は，貧困層や薬物中毒者，移民ら
の流出を生んだ地域の国民が公平な税負担を
していないこと，及び連邦政府の義務的・裁
量的経費削減のもたらした「自己責任連邦主
義（fend-for-yourself federalism）」の結果で，
極めて不公平であると，大都市の中間層は考
えていた．そして，以上の状況は全米の問題
であり，教育，住宅，福祉，公共事業等の「連
邦政府事業だけが，全ての人々が公平な負担
を支払うということを保証できる」と考えら
れていたのである 7）．

2．1992 年大統領選挙と「人々を第一に」

1991 年半ば，アーカンソー州知事だった
ビル・クリントン（Bill Clinton）が 1992 年
大統領選挙への出馬を決めたのは，以上の文
脈においてだった．1991 年 5 月以降，クリ
ントンは，自身の政策綱領の作成にあたって，
後の顧問となる様々な人物と面会し，助言を
求めた．彼らとの会談を通じて，クリントン
は，①教育，職業訓練，インフラ整備，研究
開発，環境に対する「公共投資」，②低所得
層救済と税負担を逃れている富裕層に対する
増税，③支持獲得のための「中間層の危機」
の利用，中間層や労働階級の価値観の強調，
中間層減税の提案，④市民権やゲイの権利，
学校での祈祷，中絶の権利といった「エリー
ト主義の社会問題」から，家族の形成，良い
勤め口，大学進学，住宅所有，医療保険購入，
経済的安定を伴った退職といった，中間層が
最も関心を持つ「経済大衆主義」的事柄へ，
政策の焦点を移行させることが重要であると
学んだ．その結果，クリントンの政策綱領の
方針は，レーガン・ブッシュ政権によって「忘
れられた中間層」の希望を取り戻すこととさ
れたのである（Woodward［1994：19ff.］）．
1991 年 10 月 3 日に大統領選挙への出馬を

宣言して以降，クリントンの政策綱領は少し

ずつ具体化されていった．まず彼は，11 月
20 日の演説で，中間層の生活に余裕を持た
せるために，中間層の個人所得税率を 10%
引き下げる一方，年収 20 万ドル以上の層に
「公平な負担」を要求する増税によって，そ
の減収を相殺することを宣言した（Smith
［1996］）．1992 年 1 月に発表された声明，「ア
メリカの将来のための計画」では，連邦高速
道路事業と住宅・中小企業融資の拡大，大学
ローンの提供と医療保険改革，中間層減税と
して子供一人あたり最大 800 ドルの児童税額
控除が新たに追加された（Woodward［1994：
30f．］）．1992 年 6 月 21 日に発表された最終
的な政策綱領，「人々を第一に」では，以上
の方策に，①他の大統領候補が財政再建を掲
げたことを理由とした，1997 財政年度まで
で約 3000 億ドルの歳出削減，②企業費用控
除や海外企業に対する課税強化等，法人向け
租税優遇措置の廃止・縮小，③児童税額控除
と税率引き下げの選択方式への中間層減税の
変更，④ EITCの適用範囲拡大，国内新規生
産設備投資対象の投資税額控除，50％の中小
企業・起業家向け長期投資費用除外，調査研
究税額控除，⑤教育・訓練・福祉改革，及び
国民医療皆保険の創設が追加された．以上の
方策を通じて，高賃金の雇用創出，中間層の
税負担軽減，教育と訓練を，「共和党が蔑ろ
にしてきた中間層」に提供することが，クリ
ントン政権の政策の方針として掲げられたの
である（Clinton and Gore［1992］）．

3．  財政健全化の制約と中間層減税の中
間層増税への置き換え

「人々を第一に」に含まれた中間層向けの
政策は，クリントン当選後，大きく掘り崩さ
れていった．1993 年 1 月 7 日，クリントン
の政策顧問の会合では，それぞれ行政管理予
算局（OMB）局長と副局長に内定していた，
レオン・パネッタ（Leon Panetta），アリス・
リヴリン（Alice Rivlin）によって，1997 財
政年度までの赤字の目標が約 2250 億ドルに
設定されていた（Woodward［1994：80ff.］）．



－ 45 －

クリントン政権期における 2つの税制改正と「中間層」―近年の租税支出に対する評価を踏まえて―

ところが，1 月 13 日の会合で，新たにホワ
イトハウスに創設された国家経済会議
（NEC）副局長ジーン・スパーリング（Gene 
Spearling）は，景気の動向を踏まえて予算
の見積もりを修正すると，1997 財政年度ま
での予算赤字は約 500 億ドル拡大すると報告
した．NEC委員長ロバート・ルービン（Robert 
Rubin），財務長官ロイド・ベンツェン（Lloyd 
Bentsen），及びクリントンは，連邦準備制
度理事会議長アラン・グリーンスパン（Alan 
Greenspan）と面会した際，財政赤字増加に
伴う債務利払い費増加が金融の破局を招くた
め，「早め早めに手を打っていかなければな
らない」と勧告を受けていた．そのため，政
権内での議論の結果，2月 13 日，中間層減税，
医療保険改革，福祉改革の提案が見送られる
こととなったのである（Drew［1994：57ff．］
Woodward［1994：94ff.］）．
以上の議論の一方，政権内では，予算赤字
削減と残された中間層向け政策の財源調達の
ための税制改正案の作成が進んでいた．その
中心にいたベンツェンは，「人々を第一に」
の増税措置に加え，法人所得税率引き上げ，
煙草税及び酒税引き上げ，及び 1ガロンあた
り 4セントのガソリン増税を提案していた．
一方，副大統領アル・ゴア（Al Gore）は，
環境汚染改善の公約実現と財源調達の双方を
可能にする手段として，いくつかの「広い課
税ベースを持つエネルギー課税（BBET）」
を提案していた．そのうち，ルービン，ベン
ツェン，ゴアの三者は，あらゆる燃料による
熱産出を英国熱量単位（BTU）で測定し，そ
れに従って消費者と企業のエネルギー使用に
課税する BTU税を好んでいた．彼らは，
BTU税はエネルギー消費にのみ課税される
ため，環境汚染抑制に加え，税収調達，貯蓄
拡大，経済活性化のために最も望ましいと考
えていた．また，ベンツェンとルービンは，
BTU税の導入は，連邦段階の一般消費課税
を実現するための布石となると考えていた8）．
こうして最終的に，BTU税とガソリン増税
が「人々を第一に」の税制改正案に加え
ら れ た の で あ る（Drew［1994：71ff．］
Woodward［1994：88ff.］）．

1993 年 2 月 17 日，クリントンが最終的に
議会に送付した予算案は，短期的な「景気刺
激策」，長期的な経済成長を目的とした「公
共投資」，及び増税としての「税制改正」の
組み合わせだった．「景気刺激策」には，高
速道路建設，失業給付の延長，及び地域開発
ブロック補助金の提供が，「公共投資」には，
インフラ整備や技術開発，教育，職業訓練，
就学前教育，児童養護，失業給付の延長，健
康，薬物対策，犯罪対策への支出拡大が含ま
れていた．そして，これら直接支出を伴う事
業は，「税制改正」に伴う増収によって賄わ
れることとされていたのである 9）．
この「税制改正」は，増税措置として，個
人所得税の最高税率引き上げ（31％から
36％）と課税所得 25 万ドル以上に対する
10％の付加税率の適用，法人所得税率引き上
げ（34％から 36％），個人・法人所得税に関
する様々な租税優遇措置の縮小・廃止，相続
税の最高税率引き上げ（53％から 55％），年
収 3万 4000 ドル以上の世帯の社会保障給付
課税対象拡大（50%から 85%），消費者と企
業のエネルギー使用 100 万 BTU当たり 25.7
セントの BTU税と 1ガロンあたり 2.5 セン
トのガソリン増税を含んでいた．一方，減税
措置として，EITCの対象となる所得階層の
拡大，7％の投資税額控除，5 年間の新規発
行株式利益 50％キャピタルゲイン除去，法
人に対する研究開発税額控除（1994 年 12 月
までの時限的措置）や特定雇用税額控除，低
所得層向け住宅税額控除，自営業者向け医療
保険費用控除（25%），及び雇用者提供の教
育補助に対する租税優遇措置が含まれてい
た．以上の税制改正案は，中間層減税の提案
と低中所得層の税負担を増す措置が置き換え
られていたものの，所得階層最上位 1.2%を
増税の対象とした，「より公平な租税システ
ム」をもたらすとして提案されたのである
10）．

4．OBRA93 の決定過程

このクリントン政権の予算案は，議会内の
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共和党から強い反発を受けた．元々，1月の
上院公聴会で，パネッタは，大統領予算案の
赤字削減策は，歳出削減と増税の割合を 2対
1 にすると述べていた．しかし，実際に提出
された予算案は，歳出削減 1930 億ドル，税
制改正 2800 億ドルの組み合わせで，およそ
1対 1.5 の割合となっていた．そのため，上
院予算委員会（SBC）委員ピート・ドメニチ
（Pete Domenici, Republican―New Mexico）
や，下院予算委員会（HBC）委員ジョン・
ケーシック（John Kasich, Republican―
Ohio）は，増税の容認を議会に求める前に
歳出削減の規模を拡大すべきであると，クリ
ントン政権を批判していた．結果的に，4月
1 日に可決された予算決議案には，クリント
ン政権案に約 500 億ドルの歳出削減が追加さ
れた．この削減は，中間層向け事業だった，
教育，職業訓練，医療，高速道路関連事業，
児童の栄養摂取及び就学前教育のための裁量
的経費削減によるものとされたのである 11）．
予算調整法案の審議では，BTU税に対し

て厳しい批判が寄せられた．エネルギー生産
者と配給業者は，各州の法律が，彼らの税負
担を消費者に転嫁することを妨げる可能性，
BTU税が雇用やアメリカ経済に与える影響，
税収の増加分及び家計への負担を政権が低く
見積もっていると批判していた．下院内国歳
入委員会（CWM）の議員は，BTU税が自ら
の出身州の産業やエネルギー生産を妨げると
批判していた 12）．そのため，CWM 案の
BTU税には，農業用ディーゼル燃料やガソ
リン，アルミニウムや塩素等の生産目的の電
力，北東部諸州における商業用暖房燃料に対
する免税措置が導入された．ところが，上院
財政委員会（SFC）の審議では，CWM案の
免税措置の対象から外されたエネルギー産業
及びそれを抱える州の議員が免税措置の追加
を要求する一方，それら免税措置の効果や産
業間での税負担の不公平性に対する批判が噴
出した．結果的に，SFC案は，BTU税を廃
案とし，1ガロンあたり 4.3 セントのガソリ
ン増税に置き換えた．この変更によって，
BTU税の導入によって期待された 715 億ド
ルの増収額は，242 億ドルへと激減した．こ

の減収は，中小企業向け設備購入費用控除や
研究開発税額控除の縮小，年収 25 万ドル以
上に対する 10%のキャピタルゲイン税率引
き上げ，EITC拡充額の 100 億ドルの縮小，
及び 5年間で 190 億ドルのメディケア削減を
中心とした義務的経費削減によって相殺され
ることとなったのである 13）．
両院協議会を経て可決された最終的な税制
改正案は，おおよそ SFC案に沿った内容だ
った．個人所得増税，相続増税，社会保障給
付課税の拡大は，おおよそクリントンの提案
通り成立した．法人所得最高税率は 35％に
引き上げられた．BTU税は，上院案のガソ
リン増税に置き換えられ，これに煙草増税が
追加された．また，法人向けに，雇用者提供
教育補助の 5250 ドルまでの除外，被用者一
人当たり 2400 ドルの特定職業税額控除，
20%の研究開発税額控除が導入された．
EITCの拡充幅は，クリントン政権案から約
80 億ドル縮小した．この税制改正は，富裕
層や法人に対する増税を中心とした，5年間
で 2501 億ドルの増税として決着した．しか
し，BTU税のガソリン増税への置き換えと
煙草増税，EITC拡充幅の縮小，同時に行わ
れた景気刺激策や公共投資の縮小は，低中所
得層の受益を縮小することとなった 14）．そし
て，表 2 が示すように，OBRA93 に伴う増
税は，表 2 が示すように，「人々を第一に」
で増税の対象とされた 20 万ドル以上の所得
階層のみならず，一部の下位中所得層を除く
中間層の税負担までも引き上げたのである
15）．

5．  「アメリカとの契約」対「中間層の権
利章典」

OBRA93 成立以降，中間層や富裕層，共
和党の間で，クリントン政権に対する批判は
高まりを見せた．共和党過激派の急先鋒だっ
たニュート・ギングリッチ（Newt Gingrich, 
Republican―Georgia）を中心として，共和
党は，クリントンが中間層減税の公約を反故
にし，ガソリン税や社会保障給付課税の引き
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上げといった中間層増税を行ったことを批判
していた（Steely［2000：257］）．一方，ア
メリカ国民の 3 分の 2 は，OBRA93 が自分
の税負担を引き上げたと考えていた．特に中
間層は，OBRA93 は，クリントン政権が中
間層減税の公約を反故にした結果であると考
えていた 16）．全米各地では，OBRA93 の結
果を受けて，反税運動が活発化していた．例
えば，1986 年に設立された「税制改正を求
めるアメリカ国民」という団体は，1994 年
中間選挙の立候補者たちに，あらゆる増税措
置に反対させ，「租税戦士」として彼らの名
前を記録に残す「納税者を保護する誓約」へ
の署名を誓願していた 17）．その結果，この動
きに賛同する候補者が，続々と署名を行って
い た（Martin［2013：191f．］）． さ ら に，
1994 年，クリントンが提案した医療保険改
革と福祉改革は，議会共和党の圧力や，中間
層に対する大増税を必要とする「大きな政府

の生み出す怪物」という民間保険会社やその
他利害団体の喧伝により，廃案に追い込まれ
た（Skocpol［1997: 133ff.］）．そのため，ギ
ャラップ調査におけるクリントンの支持率
は，政権発足以降で最も低い 43％に低下し
た（Morgan［2009：176ff.］）． 結 果 的 に，
1994 年中間選挙で共和党が勝利し，両院で
多数派を獲得することとなったのである．
多数派となった共和党の最優先事項は，「ク

リントン大統領の大きな政府，大きな課税，
大きな支出の構造を終わらせる 18）」ことだっ
た．その方針は，下院議長となったギングリ
ッチを中心に，共和党員が作成した政策綱領
「アメリカとの契約（以下，「契約」）」に示さ
れていた．「契約」はまず，①均衡予算の提
出を大統領に毎年度義務付け，②課税の水準
に制限を課し，③増税に両院議員の 5分の 3
の賛成を必要とする修正条項を合衆国憲法に
加えることを掲げた．この憲法の修正を前提

表 2．1993 年包括予算調整法（OBRA93）に伴う連邦税負担の変化

出所：  Congressional Budget Office ［1993］ The Economic and Budget Outlook: An Update, 
Washington, D.C.: Congressional Budget Office, 32 より作成．
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とし，「契約」では，「アメリカンドリームを
取り戻す法案」として，①年収 20 万ドル未
満の世帯対象の，18 歳未満の子供一人当た
り 500 ドルの児童税額控除，②夫婦対象の，
住宅購入，医療費支払い，大学進学費用向け
租税優遇措置，③年間 2000 ドルの拠出金，
退職後所得，主たる住宅の購入，高等教育，
及び医療目的の引き出し金が非課税となる
「アメリカンドリーム貯蓄勘定」の創設が提
案された．「雇用創出及び賃金増進法案」では，
キャピタルゲインの 50%除外，主たる住宅
の売却と交換に伴うキャピタルロス完全控
除，インデクゼーションが提案されていた．
以上の減税措置は，減税の対象となる所得階
層の人々を中間層と捉え，生活必需品に加え，
彼らが人生の一部として半ば「強要されて」
いる住宅購入と高等教育の費用負担を軽減す
る「中間層減税」として提案されたのである
（Gillespie and Schellhas［1994］）．
この動きに対抗する形で，クリントンは，
1994年 12月 15日，「中間層の権利章典（以下，
「権利章典」）」を発表した．「権利章典」では，
①年収 12 万ドル未満の世帯対象の高等教育
費用控除（上限 1万ドル），②年収 7万 5000
ドル未満の世帯対象の，13 歳未満の子供一
人当たり 500 ドルの還付付き児童税額控除，
③年収 10 万ドル未満の全ての世帯に対する，
個人退職勘定（IRA）への拠出金年間 2000
ドルの非課税，及び④ IRAからの引き出し
金の，高等教育，主たる住宅の購入，高額・
長期医療目的の使用の容認を提案した．以上
の税制改正と赤字削減のための財源は，エネ
ルギー省，交通省，住宅都市開発省の 60 の
事業を 4つに縮小することで調達することと
された 19）．「権利章典」は，「契約」と似た措
置を多く含むものだった．しかし，「権利章典」
は，「契約」と異なり，高所得層や富裕層向
け租税優遇措置の拡大を含んでいなかった．
そして，「権利章典」の捉える「中間層」の
範囲は，年収 7万 5000 未満から 12 万ドル未
満の層と，「契約」のそれより狭く設定され
ていたのである 20）．

6．  TRA97 への政治的妥協と人々のニー
ズからの乖離

クリントンは，1995年 2月 6日，「権利章典」
の内容を含んだ「1995 年減税法案（TRA95）」
を，5年間で 630 億ドルの減収をもたらす「中
間層減税」として提案した．これに対し，議
会共和党主導の下，11 月 17 日に成立した税
制改正案は 7年間で 2450 億ドルの大減税で
あり，EITC，メディケア，メディケイド，
福祉・育児事業関連ブロック補助金を中心と
した，7 年間で 8940 億ドルの歳出削減によ
って，その減収が相殺されることとされ
た 21）．この結果に対し，12 月 6 日，クリン
トンが拒否権を行使したことで，「契約」と「権
利章典」を巡る税制改正論議は，1997 年ま
で持ち越されることとなる 22）．
1997 年 2 月 6 日，クリントンが改めて提
案した税制改正案は，「権利章典」と同じ内
容の児童税額控除，大学教育費用控除，IRA
の非課税措置に加え，①調整総所得 8万ドル
未満の世帯を対象とした，高等教育開始後 2
年間限定の 1500 ドルの税額控除（HOPE奨
学税額控除），職業訓練費用控除，雇用主提
供教育援助除外，②住宅売却キャピタルゲイ
ンのうち 50 万ドルの非課税，③長期福祉受
給者を採用した雇用者対象の税額控除を含ん
でいた．その減収は，航空券税引き上げや石
油課税強化等，合計 420 億ドルの個別消費税
増税，その他法人向け租税優遇措置の廃止・
縮小によって相殺されることとされ，総計 5
年間で約 224 億ドルの減税として提案された
23）．しかし，1997 年 6 月 5 日，上下院が合意
した 1998 財政年度予算決議案では，税制改
正による減税規模は 5年間で 850 億ドルだっ
た．その内容は，「契約」で提案されていた，
クリントン政権案より所得制限と対象年齢の
寛容な児童税額控除，より大規模なキャピタ
ルゲイン減税，大学教育費用控除，及び相続
税減税を中心としたものだったのである 24）．
この予算決議案に従った予算調整法案審議
の過程で，共和党と民主党，上院共和党と下
院共和党は，税制改正案に関して二つの点を
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巡って対立した．第一の論点は，所得税負担
のない世帯に対して，児童税額控除を還付付
きにするかどうかだった．クリントンと議会
民主党は，児童税額控除を完全に還付可能な
状態にすることを要求していた．上院共和党
は，児童税額控除を部分的に還付付きに変更
することを望んでいた．これに対し，下院共
和党は，そのような措置は「直接的な福祉で
ある」とみなし，この修正の提案を拒否して
いた．第二の論点は，富裕層と法人向け租税
優遇措置だった．下院共和党は法人向けキャ
ピタルゲイン税率と法人向け AMTの引き下
げを求めていた．しかし，民主党と上院の共
和党穏健派は，これらの措置が財政赤字の爆
発につながることを恐れ，否定的な姿勢を示
していた．また，クリントンと議会民主党は，
高所得層や富裕層に利益を与えうる減税の縮
小を主張していたのである 25）．
ところが，6 月 19 日，キャピタルゲイン
減税や相続税減税が税制改正に含まれること
は「合意のための代償である」と，クリント
ンは態度を翻し，議会民主党に妥協を促した．
このクリントンの翻意の後，税制改正案は，
6 月 26 日に下院を，6 月 27 日に上院を通過
した．児童税額控除については，上下院案と
も，単独納税申告で調整総所得 7万 5000 ド
ル未満，夫婦合算申告で 11 万ドル未満の世
帯の 17 歳未満の子供が満額受給の対象とさ
れた．教育関連租税優遇措置については，下
院案では，HOPE奨学税額控除に調整総所
得 4万ドルの上限が設けられた．一方，上院
案では，IRA内に教育投資勘定を設け，第三
期教育目的の引き出し金全額が非課税とされ
た．キャピタルゲイン課税については，下院
案では，最低税率の 10%への引き下げ，イ
ンデクゼーションの実施，法人キャピタルゲ
イン税の最高税率の 35%から 30%への引き
下げが含まれ，上院案は最低税率の 10%へ
の引き下げのみを含んでいた．さらに，中小
企業向け AMT廃止と個人の AMT免税措置
拡大，相続税と贈与税については，下院案で
は，免税額の 60 万ドルから 100 万ドルへの
引き上げ，及びインデクゼーションの実施が
含まれていたが，上院案ではインデクゼーシ

ョンが除かれた．以上の措置の減収分は，下
院案では航空券増税，上院案では航空券増税
と煙草増税といった個別消費増税によって相
殺されることとされたのである 26）．
最終的な妥協は，7 月 25 日，議員と政権
の経済政策顧問，クリントンによる会合で行
われた．まず，議会共和党と政権側は，より
小規模な上院案のキャピタルゲイン減税を採
用することで合意した．一方，共和党が児童
税額控除を還付付きにすることを認める代わ
りに，クリントンは議会案の所得制限を容認
した．この児童税額控除の規模の拡大は，
EITCの引き締めによって相殺されることと
なった．また，クリントンは，自らの提案通
りの教育関連租税優遇措置を共和党に認めさ
せる代わりに，共和党は上院案の相続税減税
を勝ち取った．IRA租税優遇措置の拡充につ
いては，上院案が採用された．共和党は，中
小企業向けの法人向け AMTの廃止を，個人
向け AMT免税措置拡大を放棄することで獲
得した．最後に，航空券増税を採用する代わ
りに，煙草増税が廃案とされた．加えて，メ
ディケア，メディケイドといった事業の支出
削減を中心とした BBA97 によって，歳出削
減についての妥協が図られた．こうして最終
的に，8月 5日，TRA97 は成立することとな
ったのである．
この税制改正は，ERTA以来の大減税とし
て成立した．表 3 が示す通り，TRA97 は，
児童税額控除と教育関連租税優遇措置を通じ
て大きな減収をもたらし，資産所得に対する
減税，特に相続・贈与税優遇措置がそれに続
いて利益を与えるものだった．この減収額は，
いくつかの増税措置によって相殺されること
となっていた．そのうち，最も大きな増税措
置は，消費税及び連邦失業給付税増税だった．
加えて，EITC引き締めにより，労働者世帯
への給付が削減された．表 4の示す通り，こ
の税制改正は，全中所得層の税負担を引き下
げたが，中所得層，上位中所得層に対して，
下位中所得層より多くの課税後所得の増加を
もたらした．また，TRA97 は，上位中所得
層以上の高所得層や富裕層に，より大きな減
税効果を与えた．そして，減収相殺措置とし
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て TRA97 に含まれていた増税は，低所得層
の税負担増加をもたらした 27）．中間層を受益
者に定めた税制改正は，中間層，高所得層，
富裕層への租税支出を，より苦しい経済状況
に身を置く低所得層を犠牲にすることで提供
したのである．
以上の TRA97 の結果に対する評価は，各
政策主体によって異なっていた．クリントン，
議会共和党はいずれも，TRA97 について合
意に至ったことを双方にとっての勝利である

と評価していた．これに対して，租税政策の
専門家や議会内リベラル派民主党員は，
TRA97 が，①提案時より大規模な減税とし
て成立したこと，②非常に多くの租税優遇措
置と増税措置を含む極めて複雑な内容が納税
申告を複雑にすること，③調整総所得の最上
位 20％の階層，年収 9 万 3222 ドル以上に，
減税の 67.9%が帰着する逆再分配的性格を批
判していたのである 28）．

TRA97 の結果は，国民の求めるものを的

表 3．1997 年納税者救済法の税収に与える効果の比較
単位：億ドル

出所：  "Provisions of Tax-Cutting Plan," Congressional Quarterly Almanac 
105th Congress 1st Session, 1997, Chap. 2, 39-46 に基づいて筆者作
成．
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確に捉えたものではなかった．表 5は，ピュ
ー研究所（Pew Research Center）が 1998
年 1 月 23 日に発表した世論調査の結果であ
る．「クリントン政権は予算黒字を何に充て
るべきか」という質問については，連邦債務
の利払い費（22.5%），減税（10.3%）という
回答の少なさに対して，医療や教育及び環境
といった社会支出（30.8%），社会保障の充実
（34.3%）という回答の方が多かった．「クリ
ントン政権が優先すべき事項」については，
年齢層に関係なく，50%から 80%以上の人々
が教育，犯罪対策，社会保障，医療，貧困対
策，雇用環境の充実を求めていた．しかし，
全ての世代で，キャピタルゲイン減税を求め
る声は最も小さかった29）．TRA97成立後，人々
は，連邦予算黒字が，クリントンが 1992 年
大統領選挙時に強調していた事業に充てられ
ることを望んでいた．この事実は，それまで
のクリントン政権，議会内共和党，民主党が
妥協の末実現した「中間層減税」が，人々の
ニーズと乖離していたことを示しているので
ある．

終わりに

最後に，本稿の論点に即して結論を述べて
おきたい．第一の論点は，なぜ中高所得層か
らの反発が容易に予想される形で OBRA93
が実施され，租税支出を拡大する TRA97 へ
と至ったのかという点だった．1992 年時点
でクリントン陣営は，富裕層・法人増税，教
育税額控除や児童税額控除，EITCの適用範
囲拡大を組み合わせた税制改正，歳出の側面
では，教育の充実や福祉・医療保険改革を考
案していた．しかし，この中間層を受益者と
した政策案が，中間層と富裕層の負担を増す
「中間層志向の予算案から乖離した」結果が
OBRA93 だった．そのことは，中間層の反
発や租税反乱，共和党が議会多数派となる状
況をもたらした．1994 年，共和党の作成し
た「契約」は，均衡予算の達成と，児童税額
控除，高等教育，医療，住宅関連租税支出，
キャピタルゲイン優遇税制を中心とした，彼
らの捉える「中間層」を受益者とする減税を

表 4．1997 年納税者救済法（TRA97）による税負担の変化

出所：  Congressional Budget Office ［2000］ An Economic Analysis of the Taxpayer Relief Act of 1997, 
Washington, D.C.: Congressional Budget Office, 65 より作成．
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掲げていた．これに対抗する形で，クリント
ン政権が提案したのは，ほぼ同じ内容の租税
支出を，キャピタルゲイン減税などの資産優
遇税制を含まず，「契約」より狭い対象に提
供する「中間層減税」だった．TRA97 の成

立過程では，クリントン政権と議会共和党の
間で，さらなる租税支出の追加，個別消費増
税を中心とした増税措置による減収相殺，当
初政権側が特に反対していたキャピタルゲイ
ン減税や相続減税の容認といった形で，妥協

表 5．  ピュー研究所「クリントン政権に求めるもの」に関する世論
調査の回答（1998 年 1月 23 日）

出所：  Pew Research Center, “Spending Favored Over Tax Cuts or Debt 
Reduction: Education, Crime, Social Security Top National 
Priorities,” January 23, 1998 に基づいて筆者作成（http://www.
people-press.org）．
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が重ねられた．その結果成立した TRA97 は，
議会共和党とクリントン政権，双方の要望を
取り入れた「中間層減税」として成立する一
方，逆再分配的な性格を持ち，低所得層の租
税負担増加と BBA97 による社会保障と福祉
抑制によって減収が相殺される形で成立し
た．以上の一連の過程は，極めて曖昧な「中
間層」という受益者の支持獲得を試みる「経
済大衆主義」の方向性を突き進んだクリント
ン政権，民主党，共和党の間での，「課税を
巡る政治」の所産に過ぎないと人々に見なさ
れていたのである．
第二の論点は，今日のアメリカ財政の特質
とアメリカ社会の状況，各税制改正の結果と
の関連から見た，当該期の税制改正の評価で
あった．1992 年大統領選挙時の減税と直接
給付拡大の財源を富裕層増税で賄う「中間層
志向の公約」は，OBRA93 成立過程を経て，
直接給付拡充幅の縮小，低所得層減税と中間
層・富裕層増税の組み合わせへと姿を変えた．
1994 年中間選挙で共和党に敗北を喫した後，
クリントン政権の財政運営の方針は，議会共
和党と同様，歳出抑制と租税支出を提供する
中間層減税へとシフトした．この二つの税制
改正は，共通して，減収分を歳出抑制か個別
消費増税を中心とした増税措置で相殺する方
針が採られた．しかし，その結果成立した
TRA97 が，教育，医療，児童のいる家庭へ
の支援といった分野の需要を満たしていると
は，当時の人々は認識していなかった．そし
て，今日，租税支出はアメリカ連邦財政の財
源調達能力を掘り崩し，連邦財政の機能不全
をもたらし，政府と財政に対する人々の信頼
を損ない，中間層の苦しい状況に対応するこ
とができないでいると評価されている．以上
の点を勘案すれば，1992 年大統領選挙から
TRA97 成立までの過程は，中間層の支持調
達を目的とした政策立案が，連邦財政を麻痺
させ，連邦政府や連邦財政に対する人々の信
頼を掘り崩し，「水没した国家」を形成する
政策へと帰結した過程だったと評価すること
ができるだろう．
その後，1998 年にクリントン政権が予算

均衡を達成したことは，共和党による，予算

余剰を代替財源とする減税の要求を強めるこ
ととなった．その要求は，ジョージ・ブッシ
ュ（George W. Bush）政権期において，
2001 年以降 5 度にわたって行われ，連邦政
府の税収調達能力を著しく弱体化させた減税
の実施につながった（Hacker and Pierson
［2005］）．また，同時期の国防費の急増は，
その後の連邦財政赤字の爆発をもたらした．
その際行われたのは，エンタイトルメント支
出の削減と，州・地方政府に対する無財源マ
ンデイトの増加だった（Morgan and Davies
［2008］）．しかし，2005 年 8 月に発生したハ
リケーン・カトリーナによる災害は，連邦政
府が財政を通じて対応することが困難な状況
を人々に知らしめる一方，租税支出の提供が
被害を受けた人々に何ももたらさず，自分で
自分の必要を充足しなければならないアメリ
カ社会の姿を照らし出した（Katz［2008：
361ff．］）．そのことは，ブッシュ政権に対す
る国民の信頼の低下につながった．クリント
ン政権期の税制改正のような租税支出の提供
を政府による分配と捉えるアメリカ福祉国家
財政のあり方は，連邦政府の財源調達能力を
掘り崩し，小規模かつ細分化された給付の体
系につながった．そして，アメリカにおける，
財政を通じた社会統合機能を著しく弱体化さ
せることにつながったのである．

＊本稿は，日本学術振興会科学研究費助成事業（基
盤研究（B）課題番号 16H03576）の助成を受けた，
研究成果の一部である．

＊＊本稿は，日本財政学会第 75 回大会の報告論文
を修正・加筆したものである．報告に対しては，
座長の赤石孝次先生（長崎大学），討論者の岡本英
男先生（東京経済大学），佐々木伯朗先生（東北大
学）より貴重なコメントを頂戴した．また，査読
者の先生方からも，非常に有益なコメントを頂戴
した．ここに記して謝意を表したい．なお，本稿
における誤りは，全て筆者の責に帰するものであ
る．
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て，Krueger［2012］ で は 中 位 所 得 の
50-150%，Pew Research Center［2015］では
中位世帯所得の 67-200%と，国際比較研究に
おいても，Atkinson and Brandolini［2011］
では中位所得の 75-167%，OECD［2019］で
は 75-200%と，中所得層とされる範囲にはか
なりのばらつきがある．従って，本稿では
OECD［2019］の定義を採用するが，それは
あくまで暫定的なものである．

２） このことは，当時の各政策主体が同様の基準
に従って中間層を定義していたことを意味す
るものではないことに注意されたい．

３） レーガン政権期の税制改正については
Brownlee［2016］Steuerle［2008］を，イン
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